
○
警
察
庁
告
示
第
一
号

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行

に
伴
い
、
警
察
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
に
関
す
る
権
限
及
び
事
務
を
委
任
す
る
件
の
制
定
及

び
廃
止
の
件
（
令
和
四
年
警
察
庁
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

警
察
庁
長
官

露
木

康
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
百
二
十
六
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
百
二
十
四
条

及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
第
三

及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
第
三

十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
警
察
庁
長
官
の
所
掌
に
係
る
同
法
第
五
章
第
四
節
第
一

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
警
察
庁
長
官
の
所
掌
に
係
る
同
法
第
五
章
第
四
節
第
一
款

款
か
ら
第
三
款
ま
で
に
定
め
る
権
限
及
び
事
務
の
う
ち
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
の
所

か
ら
第
三
款
ま
で
に
定
め
る
権
限
及
び
事
務
の
う
ち
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
の
所
掌

掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
と
し
、
委
任

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
と
し
、
委
任
の

の
効
力
の
発
生
す
る
日
を
令
和
四
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

効
力
の
発
生
す
る
日
を
令
和
四
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

な
お
、
平
成
十
七
年
警
察
庁
告
示
第
二
号
（
警
察
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
、

な
お
、
平
成
十
七
年
警
察
庁
告
示
第
二
号
（
警
察
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
、

訂
正
及
び
利
用
停
止
に
係
る
権
限
及
び
事
務
を
委
任
す
る
件
）
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十

訂
正
及
び
利
用
停
止
に
係
る
権
限
及
び
事
務
を
委
任
す
る
件
）
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十

一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。
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